
4. 保険金のお支払いについて

Ｑ.16 保険金の種類と支払対象となる費用について教えてください。

A.16 この保険の支払対象となる費用は、次のとおりです。

※時間制報酬（タイムチャージ）は、同一の事件につき着手金および報酬金と同時には請求できません。
※報酬金・日当・実費は、商品プランによっては対象とはならない場合があります。

Ｑ.17 商品プランごとの補償内容について教えてください。

A.17 商品プランによっての限度額および補償内容は、次のとおりです。

※縮小てん補割合は、弁護士費用保険金のみに適用されます。

保険金の種類 基本プラン 法律相談料不担保特約付き

法律相談料保険金 法律相談料 ー

弁護士費用保険金
着手金・手数料・時間制報酬（タイムチャージ）
報酬金、日当、実費等

着手金・手数料・時間制報酬（タイムチャージ）
報酬金、日当、実費等

商品プラン

保険金の種類 ライト スタンダード プレミアム

法律相談料保険金
１事件支払限度額 22,000円 44,000円 120,000円

年間支払限度額 10万円 20万円 30万円

弁護士費用保険金
１事件支払限度額 50万円 100万円 200万円

年間支払限度額 100万円 200万円 400万円

縮小てん補割合※
着手金・手数料・時間制報酬 90% 90% 90%

報酬金・日当・実費等 ー ー 45%

弁護士費用保険・事業型【事業者のミカタ】重要事項説明書
弁護士費用保険 事業型【事業者のミカタ】重要事項説明の補足説明より抜粋
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Ｑ.19 基準弁護士費用とは何ですか。

A.19 「基準弁護士費用」とは、当社が弁護士費用保険金のお支払いに際して採用する弁護士費用の基準額で、法律事件の種類ごとに
一定の額または一定の割合が定められています（注）。
（注）基準弁護士費用は、普通保険約款の別表1「基準弁護士費用算定表」に定められています。

＜訴訟事件の基準弁護士費用＞

＜例＞ 基準紛争利益（Q.20参照）が1,000万円の訴訟事件の基準弁護士費用は、次のとおりです。

基準紛争利益 委任契約時（着手金） 事件終了時（報酬金）

300万円以下 8％（最低額は100,000円） 16%

300万円超 3,000万円以下 5％＋90,000円 10％＋180,000円

3,000万円超 3億円以下 3％＋690,000円 6％＋1,380,000円

3億円超 2％＋3,690,000円 4％＋7,380,000円

Ｑ.20 基準紛争利益とは何ですか。

A.20 「基準弁護士費用」とは、事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用保険金の支払額の決定に際し、当社が定める方
          法により算出した金額のことです。基準紛争利益は、委任契約締結時、事件終了時にそれぞれ算出し、基準弁護士費用の算出基礎と
          なります。

●委任契約締結時：弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出

●事件終了時 ：弁護士に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出

                          
＜例＞上階からの水漏れにより店舗の備品や機材が破損したため備品等の損害400万円と、慰謝料600万円の損害賠償請求を行った

結果、800万円の支払いが認められた場合

            ・委任契約締結時の基準紛争利益：400万円・・・慰謝料は承認不可（Q23参照）
・事件終了時の基準紛争利益：800万円

 なお、着手金は当社の算出した委任契約締結時の基準紛争利益に基づき、弁護士費用保険金をお支払いしますが、事件終了時の
      基準紛争利益が委任契約締結時の基準紛争利益を超えることとなった場合は、当社は着手金対応分として支払うべき保険金を再計算
      し、既に当社がお支払いした保険金との差額をお支払いします。

Ｑ.18 弁護士に法律相談や事件処理を委任した後に保険金請求した場合も、支払われるのですか。

A.18  保険を利用する場合は、あらかじめ当社に通知しなければなりません。
      事前の通知前に実施した法律相談、または委任契約を締結し、弁護士費用の損害を被った場合は、当社は、保険金をお支払いしま

             せん。

トラブルの原因事故の発生時期・内容および弁護士費用の算出根拠を確認するために、被保険者または弁護士に対して、当該事項に
      係る説明または資料の提出を求める場合があります。

着手金 （1,000万円×5％+9万円）×消費税＝649,000円

報酬金 （1,000万円×10％+18万円）×消費税＝1,298,000円
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Ｑ.21 基準紛争利益として認められない場合はありますか？

A.21 被保険者が相手方に金銭を請求する場合、原則として請求額が基準紛争利益になりますが、次に掲げる額は基準紛争利益に
             算入しません。
            

●この保険契約の支払対象外である原因事実に係る損失額または請求額
            ＜例＞ 保険加入前から返済が滞っている売掛金についての請求も併せて行う場合

            ●被保険者と相手方との間で争いのない事項に相当する額
            ＜例＞ 1,000万円を請求する場合のうち、600万円は相手方と支払うことが合意できている場合

            ●被保険者、保険金請求権者または弁護士からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を
                算出することが困難な額
            ＜例＞ 相手方に1,000万円を請求しているが、そのうち400万円についての根拠が不明確である場合

             ●被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、拡大した損失額
              ＜例＞ 税金の未払いが発生していたが、放置していた場合

          ●被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合における当該超過額
            ＜例＞ 時価100万円の動産に対して、1,000万円を請求する場合

Ｑ.22 事件終了時の基準紛争利益が、委任契約締結時の基準紛争利益を上回った場合はどうなりますか。

A.22   事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を上回ることとなった場合、当社は、委任契約締結時に
             着手金対応分として支払うべきであった保険金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、既に支払った保険金を超
             える部分の金額をお支払いします。
            
             

＜例＞100万円で購入した美術品を壊され、慰謝料含め1,000万円を請求、訴訟の結果賠償金150万円が認められた

委任契約締結時の基準紛争利益100万円※＜事件終了時の基準紛争利益150万円

※購入価格を承認しています。慰謝料の取扱いについては、Q.23を参照

事件終了時に確定した基準紛争利益が、委任時の基準紛争利益を上回ったため着手金を再計算します。

                        ※着手金の基準弁護士費用の最低額は100,000円×消費税と定めています。
※基準弁護士費用の算出方法は、Ｑ.19の訴訟事件の基準弁護士費用の算出方法を参照

①委任契約時 100万円×8％×消費税＝88,000円
88,000円＜100,000円（着手金最低金額※）×消費税＝110,000円
110,000円×90％（縮小てん補割合）＝99,000円

②事件終了時 150万円×8％×消費税＝132,000円
132,000円×90％（縮小てん補割合）＝118,800円

事件終了時着手金（差額）
②ー①

19,800円
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Ｑ.23 慰謝料を請求する場合、どのような形で弁護士費用保険金が支払われるのか教えてください。

A.23  慰謝料については、次の場合に基準紛争利益に算入し、弁護士費用等保険金をお支払いします。

         ① 委任契約締結時にお支払いする保険金
            次のいずれかによって精神的苦痛を受けた場合（注）

             a.人身損害（死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限る）
             b.名誉毀損、プライバシーの侵害
             c.学校などにおけるいじめ、体罰、虐待
             d.職場などにおけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント
             e.ストーカー、性犯罪
             f.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為
          g.その他、当社が特別に承認したもの
            （注） 請求する慰謝料の額が紛争の実態に比して明らかに高額である場合などは、請求額の一部を基準紛争利益として算定します。
                    （Q.22参照）。
                     また、委任契約締結時においては、ａからgに該当しない慰謝料については保険金をお支払いしません。

         ② 事件終了時にお支払いする保険金
             慰謝料として実際に認められた場合
            ※事件終了時の基準紛争利益が、委任契約締結時の基準紛争利益を上回った場合の取扱いについては、Q.22を参照

Ｑ.24 保険金の具体的な算出方法を教えてください。

A.24 弁護士費用保険金は、基準弁護士費用から算出した金額と弁護士に支払う金額のいずれか少ない金額となります。
保険金の具体的な支払額は、次のとおりに算出します。

            ＜例＞ 上階からの水漏れにより、店舗内の機材や備品等が破損または汚損し、350万円の損害賠償請求を行った結果、
280万円の損害賠償請求が認められた場合

 【被保険者が支払った費用】

 
 
【保険金支払額】

   

【被保険者の自己負担額】

                                          
                                          

※報酬金、日当、実費等はプレミアムプランのみ、保険金のお支払対象となります。
※基準弁護士費用の算出方法は、Ｑ.19の訴訟事件の基準弁護士費用の算出方法を参照

法律相談料（法律相談料保険金） 保険金支払額：11,000円

着手金（弁護士費用保険金）

基準紛争利益：350万円
基準弁護士費用（訴訟事件）：（350万円×5％＋9万円）×消費税＝291,500円
291,500円×縮小てん補割合90％＝262,350円
保険金支払額：330,000円＞262,350円であるため、262,350円

報酬金（弁護士費用保険金）

基準紛争利益：280万円
基準弁護士費用（訴訟事件）：（280万円×16％）×消費税＝492,800円
492,800円×縮小てん補割合45％＝221,760円
保険金支払額：440,000円＞221,760円であるため、221,760円

日当（弁護士費用保険金）
基準弁護士費用（往復2時間超4時間以下）：30,000円×消費税＝33,000円
保険金支払額：33,000円＞14,850円であるため、14,850円

実費等（弁護士費用保険金）
50,000円×縮小てん補割合45％＝22,500円
保険金支払額：50,000円＞22,500円であるため、22,500円

保険金支払額合計 11,000円＋262,350円＋221,760円＋14,850円＋22,500円＝532,460円

①法律相談料11,000円、②着手金330,000円、③報酬金440,000円、④日当33,000円、⑤実費等50,000円（合計864,000円）

864,000円－532,460円＝331,540円
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